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対象地域：モンゴル国ウランバートル市(活動拠点は、大蔵省内部監査･業績モニタリング局であるが、セミナー等は地方でも開催。 
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終了時評価結果要約表 
１．案件の概要 

国名：モンゴル国 案件名：内部監査及び業績モニタリングに係る能

力向上プロジェクト 

分野：財政・金融 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：産業開発・公共政策部 ガバナン

スグループ 行財政・金融課 

協力金額（評価時点）：約1.67億円 

 

（R/D）：2011年1月～2013年12月

（R/D署名：2010年10月24日） 

先方関係機関：大蔵省 予算管理・リスクマネジ

メント局 

（延長）：～2014年7月（予定） 日本側協力機関：EY新日本サステナビリティ株

式会社 

 

 

協力期間 

（F/U）： 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

モンゴル国（以下、「モンゴル」と記す）の公共財政管理改革の一環として、2009年に内部監査・

業績モニタリング局〔Internal Auditing, Monitoring & Evaluation Department：IA-ME Dept., 2013年2

月付通達で予算管理・リスクマネジメント局（Budget Control and Risk Management Department：

BC-RM Dept.）に改称〕が大蔵省内に設立された。同局は大蔵省の内部監査を実施し、中央省庁や

地方政府の内部監査機能への指導を行う立場にある。しかしながら、内部監査部門は中央省庁や

地方政府において確立されていない状況にあった。法的環境・実施体制整備及び職員の能力向上

が必須となっていることから、モンゴル政府はわが国政府に当該分野での技術協力を要請した。

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトでは、内部監査制度の導入が初期段階であるモンゴル政府において、IA-ME 

Dept.を通して中央省庁と地方政府に内部監査機能を導入し普及させるための基本的な能力が

備わる状況となることを目的として、2012年1月から2013年12月までの2年間の計画で技術協力

を実施している。 

 （1）上位目標 

内部監査機能の基本的な枠組みが中央省庁と地方政府に導入される。 

 

 （2）プロジェクト目標 

モンゴル政府において、大蔵省の内部監査・モニタリング評価局を通じて、中央省庁と

地方政府に内部監査機能を導入し普及させるための基本的な能力が備わる。 

 

 （3）成果 

成果1．中央省庁と地方政府における内部監査の必要性に対する意識が向上する。 

成果2．内部監査・業績モニタリング局と選定された中央省庁と地方政府の職員の、内部

監査の国際的な規準や実務についての見聞が広がる。 

成果3．中央省庁と地方政府に内部監査機能を導入し普及させるための、モンゴルの事情

に適した戦略計画草案が策定される。 
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 （4）投入（評価時点） 

＜日本側＞ 

総投入額：1.67億円 

長期専門家派遣：なし 機材供与：3,284,000円 

短期専門家派遣：4名 ローカルコスト負担：37.5百万円（一部予定を含む） 

研修員受入：延べ21名 

 

＜相手国側＞ 

カウンターパート配置：8～11名 ローカルコスト負担：28,572,100MNT 

土地・施設提供         その他（通信・インターネット環境等） 

 

２． 評価調査団の概要 

担当分野 氏 名 所 属 

総括 天津 邦明 JICA産業開発・公共政策部 行財政・金融課 企画役 

協力企画 田中 智章 JICA産業開発・公共政策部 行財政・金融課 

内部監査 向山 光浩 株式会社トラスパイア シニアコンサルタント/公認会計士

調査者 

評価分析 小林 信行 OPMAC株式会社 コンサルタント 

調査期間 2013年9月16日～9月28日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 （1）プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標はほぼ達成されたと判断される。プロジェクト目標の指標となってい

る大蔵省による戦略計画草稿の承認は2013年11月中に、戦略計画の閣議決定自体も早けれ

ば年内に完了する見込みとなっている。指標以外に関しても、大蔵省の内部監査に関連す

る能力の獲得を判断できるエビデンス〔カウンターパート（Counterpart：C/P）による講義

実施、大蔵省内での内部監査活動の実践〕が確認された。 

 

 （2）成果（アウトプット）の達成状況 

成果1.はほぼ達成されたと判断される。各指標は目標を達成した状態にあるものの、政

府職員へのアンケート調査で、上司の内部監査への理解不足が指摘されたことを考慮した。

成果2.は達成されたと判断される。BC-RM Dept.や中央省庁からのセミナー参加者の内部

監査実務の理解度は、テスト結果を見る限り満足できる水準にある。 

成果3.はプロジェクト期間内に達成見込みと判断される。戦略計画草案の作成に関して

は、終了時評価時点では計画期間中の活動内容とスケジュール案が策定されており、策定

作業が一定程度進展していることが確認された。 
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３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 

妥当性は高いと判断される。 

新予算法では中央省庁や地方政府が内部監査部門を保有すること、大蔵省が中央省庁や

地方政府の内部監査部門を指導することを規定しており、本プロジェクトはモンゴル政府

の開発政策と合致している。本プロジェクトの主たるターゲットグループは大蔵省BC-RM 

Dept.である。同局は新予算法に基づくモンゴル政府の内部監査導入を進める役割を大蔵省

内で担っており、ターゲットグループの選定も適切である。外務省の「対モンゴル国 国別

援助方針」では、援助の重点目標として、ガバナンスの強化が盛り込まれている。本プロ

ジェクトは内部監査機能の導入・促進を通じて、モンゴル政府の財政管理機能の強化を図

るものであり、日本の援助政策とも整合的である。 

 

 （2）有効性 

有効性は高いと判断される。 

内部監査を導入・普及する中期の戦略計画（計画期間：2014年～2016年）の策定が大蔵省

内で進められている。戦略策定計画の初稿は2013年10月に完成する見込みで、11月までに大

蔵省内のレビュープロセスを経て、年末までに閣議決定する方向で準備が進められている。

戦略計画は法規の整備、特定分野の監査手法の作成及び研修、内部監査人資格制の整備等、

幅広い内容を含むものになる予定である。C/P職員が本プロジェクトで作成した研修資料を

編集し、新予算法の説明のために、自ら内部監査活動に関するセミナーを実施している。 

 

 （3）効率性 

効率性は高いと判断される。 

全体として適切な時期に適切な質・量の資源が投入されており、日本・モンゴル国側双

方の投入や活動はほぼ当初の計画どおりに実施されている。専門家やC/P職員へのインタビ

ューでは、投入の量や質につき深刻な課題は指摘されなかった。2013年度から新予算法に

基づき内部監査が実施されるため、プロジェクトの開始時期は時機を得たものとの意見が

C/P職員から聞かれた。地方政府におけるパイロット監査活動の遅れに関しては、①専門家

が監査人の配置を急ぐよう関係機関に働きかける、②パイロット活動の遅延を戦略計画に

反映する（配置が更に遅れるようであれば、地方政府での監査計画を中央省庁のものと別

の内容にする等）ことが検討されている。 

 

 （4）インパクト 

インパクトは、終了時評価時点での見込みとして、高いと判断される。 

上位目標に関しては、新予算法に基づく内部監査は2013年度から実施され始めたばかり

であり、長期での事業効果発現を確認するにはまだ時間を要すると考えられる。本プロジ

ェクトはモンゴル政府職員の内部監査能力の向上、更にはモンゴル政府内の内部監査機能

の導入をめざしてきたが、内部監査戦略計画の内閣承認プロセスを通じて内閣内でも内部

監査の理解が高まってきている。 
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 （5）持続性 

持続性は中程度と判断される。 

政策・制度面では、新予算法は2013年度から施行され、内部監査規程や内部監査委員会

規定といった内部監査を機能させるための細則も承認された。現在、関連法規は整備され

る方向にあり、今後はむしろ法規の運用状況をモニタリングする段階にある。組織面に関

しては、大蔵省、パイロット機関ともに頻繁な人事異動があり、経験の蓄積や安定的な監

査業務実施の観点からは改善すべき状況にある。また、内部監査人の任命に関しても未整

備な状況にあり、適切な資格制度の確立が急務といえる。技術面に関しては、C/P職員が内

部監査のコンセプトに関してはセミナー、講義等の活動を継続できる能力を有している。

監査基準、監査マニュアルといった監査業務に必要なツールは揃っている一方、監査実務

に関しての研修機会は限られている。財務面では、プロジェクト効果の持続に必要な活動

を実施・維持するための予算（内部監査関連のセミナー実施、内部監査活動、人材配置等）

が十分確保されていない。持続性の課題は、リソース不足に起因する部分が大きい。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 

特になし。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

現在、施行されている新予算法により中央省庁及び地方政府にて内部監査の実施が義務

づけられている。この点を踏まえ、C/P職員がモンゴル政府内の内部監査機能の確立が急務

であることを十分理解している点が高い有効性に寄与している。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 （1）計画内容に関すること 

本プロジェクトでは、中央省庁や地方政府のマネジメント層を対象とした啓発セミナー

を実施したが、政府職員へのアンケート調査では上司の理解が十分でないとの意見が多く

寄せられた。啓発活動自体は十分なカバレッジがあるものと考えられるが、内部監査に関

する理解の浸透には時間を要すると考えられるため、成果1の達成に関しては慎重な判断を

行った。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

大蔵省、パイロット機関ともに頻繁な人事異動があり、経験の蓄積を阻害していること

が挙げられる。本プロジェクトの効率性に深刻な影響を与えるほどではないものの、人事

異動は初学者向けの基礎的な講義を繰り返す原因ともなった。 

 

３－５ 結論 

BC-RM Dept.の職員は内部監査に関連するコンセプトを理解し、理論に関するセミナーを継

続できる能力を獲得している。また、モンゴル政府内での内部監査活動の展開に必要となる3
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カ年戦略計画の策定もプロジェクト終了までにめどがつく見通しである。そのため、プロジェ

クト目標の達成状況は満足できる状況にあるといえる。内部監査に必要な文書体系の整備や普

及に関しても、本プロジェクトは一定の役割を果たした。しかしながら、モンゴル政府内での

内部監査導入はいまだ緒についたばかりであり、今後は戦略計画に沿って中央省庁や地方政府

に内部監査機能を確立する時期にある。特に内部監査人の認定・育成制度、予算確保といった

持続性を確保するための取り組みは今後も強化されることが望ましい。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

 （1）モンゴル財務省への提言 

1）中央省庁、地方政府における内部監査の制度的枠組みの整備状況モニタリング 

全省庁及び地方政府が内部監査に係る制度的枠組みを構築するために、内部監査委員

会やレポーティングラインなどの整備状況を大蔵省BC-RMがモニタリングし、必要に応

じて支援を実施することが重要である。 

 

2）継続的な啓発活動 

専門職的実施の国際フレームワーク（International Professional Practices Framework：

IPPF）モンゴル語版の継続的な配布や、プロジェクトで作成したプレゼンテーション教

材の効果的な活用・配布を図ることが効果的である。更に今後は実施対象地域を拡大す

ることも求められる。 

 

3）戦略的な人材育成方針の導入 

プロジェクトの持続性を確保するためにより戦略的な人材配置・育成方針（キャリア

パス、キャリア開発、OJT）が重要である。地方政府における効果的・効率的な内部監

査人研修の構築や、内部監査人の公的資格の導入を中期戦略計画で明記することが望ま

しい。 

 

4）予算確保 

モンゴルは内部監査関連費用をプログラム別の予算として毎年十分に確保し、安定的

な内部監査普及に向けた活動実施が重要である。 

 

（2）JICAプロジェクトチームへの提言 

1）戦略計画の作成・承認の支援 

本プロジェクトで作成支援している中期戦略計画（案）において、達成目標、制度的

枠組み、内部監査人の独立性の確保、人材配置・育成、計画のモニタリングがどのよう

に中期戦略計画へ位置づけられているかを確認し、内閣承認に向けたC/Pの活動をプロジ

ェクトとして支援することが求められる。 

 

2）プロジェクトの延長 

本プロジェクトはおおむね順調に実施され的確に成果を生み出してきたものの、プロ
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ジェクト目標及び各成果の十分な達成をめざすという観点からは、なおも残された課題

は存在するため、中期戦略計画に沿った内部監査の啓発活動や、研修及び内部監査実務

の支援を目的としたプロジェクトの延長が望ましい。 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

内部監査制度導入の手法はその国の背景に合致するように設計されるべきである。モンゴル

のような内部監査導入初期の国においては、内部監査の概念的枠組みや、内部統制、リスクア

プローチなどといったなじみのない新たな概念・手法の導入は大変難しい。このような場合、

本プロジェクトで実施したように、理論一辺倒の講義だけではなくフィールドワークもうまく

組み合わせることで、内部監査の制度構築につながり、また内部監査人の能力開発につながる。

 

３－８ フォローアップ状況 

モンゴル政府は、本フェーズはスタートアップ・フェーズであると認識したうえで、これら

実践的な課題に対して効果的な次期フェーズの実施へ強い関心を表明した。現行フェーズ終了

後、可能な限り早いタイミングでの次期フェーズ開始に対する強い期待感が表明された。モン

ゴル政府の要請内容を念頭に置き、上述した課題を解決できるような形での次期フェーズの支

援が重要である。 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

モンゴル国（以下、「モンゴル」と記す）は、銅や石炭等の鉱山関連収入が歳入の2～3割を占め、

国際資源価格の変動に国内経済及び財政の双方が大きな影響を受ける構造にある。2008年の世界

経済の低迷による国際資源価格の下落に際し、モンゴルの景況及び財政はともに急激に悪化し、

IMFのスタンドバイアレンジメントを要請するに至ったが、同支援の枠組みのなかで、財政規律の

強化を通じ構造的な脆弱性を緩和する制度の導入がなされた（財政安定化法）ほか、公共財政管

理改革の取り組みが更に進められつつある。 

モンゴルではこうした公共財政管理の強化の必要性を背景に、政府決議46号（2009年2月11日）

にのっとり、中央省庁、県及びウランバートル市管轄の公的機関の内部監査を指導する部局とし

て、大蔵省の中に内部監査・業績モニタリング局（ Internal Auditing, Monitoring & Evaluation 

Department：IA-ME Dept.）が新設された〔その後、内閣府通達第56号（2013年2月16日付）により、

IA-ME局は「予算管理・リスクマネジメント局」（Budget Control and Risk Management Department：

BC-RM Dept.）に名称を変更〕。同決議では、同局が中央省庁・県・市の公的機関に対し、内部監

査機能の設置とその運用に係る指導を行う旨定めている。 

しかしながら、モンゴルの中央省庁・地方政府において内部監査機能の設置はごく一部の機関

にとどまっており、内部監査の意義や便益に係る理解も十分でない。内部監査の導入が促進され、

その機能が適切に果たされるようにするためには、内部監査に係る理解を広く啓発するとともに、

法的環境・実施体制整備及び職員の能力向上が必要であるところ、モンゴル政府はわが国政府に

これらに係る技術協力を要請した。 

本プロジェクトでは、モンゴル政府において、中央省庁と地方政府に内部監査機能を導入し普

及させるための基本的な能力が備わる状況となることをめざしている。そのために、専門家はカ

ウンターパート（Counterpart：C/P）が旗振り役となって内部監査機能を中央政府・地方政府に導

入することを支援し、協働してセミナーの開催や戦略計画の策定を行うこととなっている。 

今回実施する終了時評価調査は、2013年12月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の

実績、成果を評価、確認するとともに、今後のプロジェクト活動並びに次期フェーズに対する提

言及び今後の類似事業の実施に係る教訓を導くことを目的として実施した。 

 

１－２ 調査団構成 

 担当分野 氏 名 所 属 

1 総括 天津 邦明 JICA産業開発・公共政策部 行財政・金融課 企画役 

2 協力企画 田中 智章 JICA産業開発・公共政策部 行財政・金融課 

3 内部監査 向山 光浩 株式会社トラスパイア シニアコンサルタント/公認会計士 

4 評価分析 小林 信行 OPMAC株式会社 コンサルタント 

 

１－３ 調査日程 

2013年9月16日（月）～9月28日（土） 

＊詳細は付属資料1を参照。 
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１－４ 終了時評価の手法 

１－４－１ 主な調査項目 

実績確認と実施プロセスの把握 

①日本・モンゴル国側双方の投入、プロジェクトの活動実績、成果、目標の達成度合い、及

び上位目標の達成見込みについて確認した。 

②モンゴル側の能力開発、オーナーシップ、モニタリングの実施状況などの観点から、プロ

ジェクトが適切な実施プロセスを経て達成されたかについて確認した。 

 

１－４－２ 評価5項目による評価 

上記1-4-1で確認されたプロジェクトの実績及び実施プロセスについて、以下の5つの観点（「評

価5項目」）から評価を行った。 

①妥当性 

②有効性 

③効率性 

④インパクト 

⑤持続性 

 

１－４－３ 結論 

上記評価5項目、及び実施プロセスの評価という視点から、プロジェクトの総合判定を行った。 

 

１－４－４ 提言及び教訓 

①上記結論に基づき、プロジェクトや関係機関に対し、提言や助言を行った。 

②上記結論に基づき、実施中の他の類似プロジェクトや将来開始される予定のプロジェクト

の発掘・形成に参考になる事柄を取りまとめた。 

 

１－４－５ 情報・データ収集方法 

①文献資料調査 

既存の文献、報告書（R/D、事業進捗報告書、業務完了報告書、プロジェクト成果品）、そ

の他プロジェクトが作成した資料等から必要な情報を収集した。 

②質問票による調査 

事前に質問票を作成のうえ、JICAプロジェクトチーム、C/P等に配布し、情報収集を行った。 

③直接観察 

プロジェクトオフィスを訪問し、各事業の進捗状況と成果を確認した。 

④インタビュー調査 

プロジェクト関係者（JICAプロジェクトチーム、JICAモンゴル事務所、C/P、パイロット機

関）に対してインタビュー調査を行い、プロジェクト実績、活動プロセス等に関する情報・

データの収集と整理を行った。また、内部監査関連で支援しているドナー関係者との意見交

換を行った。 
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１－４－６ プロジェクト枠組み 

 

プロジェクト枠組み 

C/P機関 モンゴル大蔵省「予算管理・リスクマネジメント局」（BC-RM Dept.） 

実施期間 2012年1月1日～2013年12月31日（2年間） 

上位目標 内部監査機能の基本的な枠組みが中央省庁と地方政府に導入される。 

プロジェク

ト目標 

モンゴル政府において、大蔵省の内部監査・モニタリング評価局を通じて、中央省

庁と地方政府に内部監査機能を導入し普及させるための基本的な能力が備わる。 

成果 1. 中央省庁と地方政府における内部監査の必要性に対する意識が向上する。 

2. 内部監査・業績モニタリング局と選定された中央省庁と地方政府の職員の、内部

監査の国際的な規準や実務についての見聞が広がる。 

3. 中央省庁と地方政府に内部監査機能を導入し普及させるための、モンゴルの事情

に適した戦略計画草案が策定される。 

活動 1-1. 外部監査との違いや、モニタリング及び評価との相違点や共通点を含めて、モ

ンゴルにおける内部監査の定義を確立するとともに、中央省庁と地方政府にと

っての内部監査の便益やメリットを特定する。 

1-2. 関係者へ内部監査の認識を向上させるための、資料の開発と指導員の育成を行

う。 

1-3. 内部監査の認識を向上させるため、関係者へのセミナーやワークショップを実

施する。 

2-1. 内部監査の国際的な基準や実務に関する助言を提供し、国内研修を実施する。

2-2. 中央省庁と地方政府に内部監査機能を導入し普及させることを目的とした、海

外視察を実施する。 

3-1. 中央省庁と地方政府に内部監査機能を導入するためのガイダンスを与えるこ

とを目的に、モンゴルの法令、規則、ルールに対してレビューを行い、助言す

る。 

3-2. 中央省庁と地方政府における、内部監査に対するニーズや現実的に動員可能な

リソース/能力を評価する。 

3-3. 監査技術と監査対象（コンプライアンス、財務、パフォーマンス等）に関して、

中央省庁と地方政府に共通化できる分野とそれぞれに固有の分野との識別を

行う。 

3-4. 中央省庁と地方政府に内部監査機能を導入し普及させるために、必要とされる

インセンティブメカニズム、潜在的なボトルネック、導入や確立の手順、人員

配置、予算額、及び、個別のルールや規則、手続、マニュアル等、その他の制

度的枠組みを特定する。 

3-5. 選定された中央省庁と地方政府において、パイロット活動を実施する。 

3-6. 上記の事項を踏まえ、３カ年戦略計画を策定する。 
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第２章 モンゴル公的部門の内部監査の現況 
 

２－１ モンゴルにおける公共財政管理改革の推移と内部監査の位置づけ 

2010年10月に完了したIMFのスタンドバイアレンジメント及び2011年から開始されたモンゴル

「内部監査及び業績モニタリングに係る能力向上プロジェクト」に前後して達成されたモンゴル

における公共財政管理上の最も重要な改革は、2010年6月の財政安定化法（Fiscal Stability Law：FSL）

と2011年12月の新（統合）予算法（Integrated Budget Law：IBL）の成立である。 

FSLは、財政管理上の原則及び財政安定化のための特定の目標等を定め、年度国家予算のほか、中

期財政枠組み及び政府アクションプランの策定や改廃を対象とし、財政規律を規定したモンゴルの公

共財政管理の根幹となる法律である。このなかで、財政安定化のための具体的目標として次の3点が

明記されていることが特筆される。①単年度財政赤字はGDPの2％を上限とする、②単年度歳出成長

率は非鉱業のGDP成長率を上限とする、③公的債務残高の割引現在価値はGDPの40％を上限とする。 

これに対しIBLは、公共セクター管理・財政法（Public Sector Management and Finance Law：PSMFL）

と旧予算法を統合し、予算の策定、執行、執行状況の内部監査など予算管理のプロセス全般を包

括的に定めた法律で、FSLの実効性を担保することを趣旨としている。具体的には、IBLは、予算

の原則、仕組み、構成及び分類を定め、予算管理にかかわる関係者の権利義務を規定し、予算の

策定、承認、執行、会計そして監査に関する諸関係の調整を行うことを目的としている（第1条）。

また、地方政府の予算権限を増加させ、予算規律・責任の厳格な遂行と同時に予算執行の有効性

と効率性の向上の追求を明確にした新しい条項（第15条、第39条等）もIBLに含まれている。さら

に、FSLに示された3つのシーリングの政府予算での遵守（第6条2項1号）や、政府予算上はオフバ

ジェットとなっているモンゴル開発銀行（Development Bank of Mongolia：DBM）等への保証債務

等の偶発債務の情報開示（第52条）なども規定されている。 

他方、IBLにおいて内部監査は定義づけがなされ（第4条1項49号）、政府内の内部監査権限が明

記された〔大蔵大臣（第11条1項11号）、大蔵省（第12条1項16号）、統括予算責任者（ゼネラルバジ

ェットガバナー：内閣総理大臣、各大臣や各地方自治体の長等各政府機関の長、第14条2項10号）〕。

また、その第69条で内部監査の体制について規定されており、統括予算責任者に、政府機関及び

政府が一定の持ち分を有する法人において、法令や予算の執行等に関して監査、評価、指導等を

実施する内部監査部門を設置し、内部監査人を配置することが義務づけられた。また、各機関等

における内部監査部門は、大蔵省の内部監査統括部門の指導を受けることとされている。 

このように、モンゴル公的部門における内部監査は、同国の公共財政管理において、その実効

性を担保するため、関連する諸活動を監視し指導する役割を果たし、その一翼を担う制度として

位置づけられることとなった。したがって、今後は、大蔵省の指導の下、モンゴル政府全体にお

ける各内部監査部門が、いわば同国における公共財政管理の番人として、法に課された使命を果

たすことにより、その改善に資することが期待されている。 

 

２－２ モンゴル公的部門の内部監査の成熟度 

内部監査人協会1（The Institute of Internal Auditors：IIA）が開発した内部監査成熟度モデル（Internal 

                                                        
1 IIAは、1941年11月に設立された米国に拠点を置く国際的な内部監査人の協会であり、現在100以上の国と地域に代表機関

（Institute）がある。内部監査の専門職としての確立、内部監査の理論・実務に関する内部監査担当者間の研究並びに情報交

換、内部監査関連論文・資料の配布を中心として、内部監査に関する世界的な指導的役割を担っている。 
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Audit Capability Model：IA-CM）に照らした現況の評価では、5段階のうちボトムラインの次のレ

ベル2（“Infrastructure”：反復継続した内部監査制度の根本的な仕組みが整った段階）におおむね

到達していると考えられる。しかしながら、大蔵省BC-RM Dept.においても、個々の内部監査人に

対する計画的な研修やその管理、年度や中期の内部監査計画の策定プロセス等が完全に制度化さ

れているとはいえないなど課題が残っている（図－1 IIA Capacity Assessment Matrix参照）。 
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IA-CMは、内部監査を構成する6つのコンポーネントごとにキーパフォーマンス・アクティビテ

ィ（KPA：それぞれの成熟度に応じて実施されるべき活動）が、達成されかつ制度化されたか否か

により、その成熟度を測ろうとするモデルである。また、各KPAには、目的、不可欠な活動、成果、

結果及び制度化の例という5つの尺度が示されており、これらに照らして、C/Pの大蔵省BC-RM Dept.

及びJICAプロジェクトチームの見解に基づき、IA-CMによる大まかな評価を実施した。評価内容

の詳細は割愛するが、評価結果としては、人事管理において個々の内部監査人への研修制度等、

内部監査実務における年度あるいは中期の監査計画策定プロセスが制度として定着するに至って

いない状況と判定した。この結果は本プロジェクトで認識された今後の課題ともまさしく一致す

るものであった。 

他方、大蔵省以外の他省庁や地方政府においては、業績モニタリング・内部監査局等、内部監

査を担当する部門は設置されたものの、内部監査委員会の整備、内部監査を受ける側の内部監査

に対する理解度や内部監査人の人数、能力、経験といった面でかなりばらつきがある。そのため、

内部監査の計画や実施に必要なリスクアプローチや内部監査の対象となる内部統制といったコン

セプトの理解及び実務への適用面で、行き詰っている機関も少なくない。全国的に本格的な内部

監査活動の実施段階に移行したとはいい難い状況である。大蔵省以外の他省庁や地方政府におい

ては、大蔵省BC-RM Dept.と同等の内部監査の水準（おおむねレベル2）には達していないと考え

られる。 

C/Pの大蔵省BC-RM Dept.の局長は、今後、IA-CMによるレベル4（上位から2番目）の達成をめ

ざすと非常に野心的であるが、一般的には、レベル3（中位）が達成できれば、内部監査が制度と

して名実ともに確立されたといえる水準である。 

 

２－３ 関連する公共財政管理の現状（外部監査、内部統制、調達等） 

２－３－１ 外部監査について 

モンゴル国政府機関の外部監査は、2003年に制定された国家会計検査法（Law on State Audit）

に基づき設立された国家会計検査院（National Audit Office：NAO）が実施している。現在の同国

の外部監査制度は、2002年に施行された公共セクター管理・財政法〔PSMFL、現在は2013年施

行のIBL（新予算法）に統合された〕による公共財政管理改革の一環として整備されたもので、

ADBの支援の下、ニュージーランド、オーストラリア、英国、カナダ等の制度を取り入れたも

のである。2011年10月の「モンゴル国内部監査及び業績モニタリングに係る能力向上プロジェ

クト」詳細計画策定調査報告書に記載された会計検査院の当時の状況と現況に特筆すべき変更

は認められない。しかし、内部監査との関係においては新予算法に基づき制定され、2013年1月

に発効した内部監査規定（政令第129号）第9条において、内部監査は、監査計画、監査人の教

育研修やその手法と実務及び各種情報交換で外部監査と協力することが明記された。これによ

り、外部監査においては内部監査結果に依拠することで効率化を図る選択肢が、そして、内部

監査にとっては今後の実務の普及に外部監査における知見を活用していく道がより明確にされ

たと考えられる。 

 

２－３－２ 内部統制について 

内部統制という概念は、NAOではある程度理解され、これを意識した監査実務も実施されて

いるようである。しかし、モンゴルにおいてはまだ明確な基準や指針が明文化されていない。
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民間の独立監査人による外部監査においても、内部統制監査はいまだ制度化されていない状況

である。内部統制のコンセプトは、1992年に米国で通称トレッドウエイ委員会（Committee on 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission：COSO）による、“Internal Control – Integrated 

Framework”（内部統制－統合的枠組み）報告書が公表されて以来、これに基づく内部統制概念

が事実上世界標準となっている。2002年に、いわゆる米国企業改革法（The Sarbanes–Oxley Act：

SOX）により、米国の上場企業に内部統制の外部監査が義務づけられたことを発端にして、COSO

による内部統制概念、内部統制の整備・運用の重要性が公に認識されるようになってきた。わ

が国においても、2006年の会社法及び金融商品取引法の整備とともに内部統制に関する規定

（J-SOX：日本版SOX法）も設けられ、2008年より上場企業等の内部統制監査が導入されている。

公的部門においては、最高会計検査機関国際組織（International Organization of Supreme Audit 

Institutions：INTOSAI）もこのCOSO レポートを採用し、1992年にGuidelines for Internal Control 

Standards for the Public Sector（公的部門における内部統制の基準に関するガイドライン）を発行

している。モンゴルのNAOもINTOSAIの加盟機関であるため、このような内部統制に関する国

際的な情報も利用しており、各省庁等の内部監査部門関係者向けに内部統制の考え方等も含め

たセミナーの実績もある。（公的部門における）内部監査の導入と同様に、まずは法的整備とそ

の啓発が必要な段階であると考えられる。 

 

２－３－３ 調達について 

公共調達における透明性と競争の公正性を改善すべく2012年10月に改正調達法が施行される

とともに、副首相直轄の調達庁が設置され、2013年に入り活動を開始した。調達庁は、大蔵省

の調達所管部門と各省庁の調達部門からの人材を中心に組織され、政府がリストアップした案

件の調達を実施する。他方、法改正前は、一定金額以上の大型案件については大蔵省の調達所

管部門が許可や入札手続のチェックを実施していたが、このような中央省庁及び地方政府への

金額による調達権限の付与が撤廃された。この結果、中央政府レベルでは各省庁の調達業務は

新設の調達庁に集権化されるとともに、地方政府では逆に調達業務の分権化が図られている。

また、大蔵省の調達所管部門では、従来の他省庁等の調達に直接関与する業務はなくなり、紛

争時の調停と契約無効権限、法律違反の場合の契約無効権限と違反者の解任決議を国家検査庁

（State Inspection Agency：SIA）に求める権限と調達局への政策指導（規則・ルール等の策定）

の役割が残された。さらに、政府調達の透明性を高めるため、調達庁はオンライン調達制度も

採用し、四半期財務諸表のほか、入札書類、手続、評価・選定基準や結果などをウェブサイト

で公開している。なお、2013年度は、全789件の政府調達のうちこれまで331件を調達庁で担当

している。 

このような状況の下、内部監査は、調達庁や地方政府における調達部門の独立性や中立性を

担保し、かつ、適正な競争の確保とそれを確保するためのプロセスの透明性の向上を支援する

ために、外部監査とともに牽制・監視機能を果たすことが求められている。調達庁では、財務

関連、入札評価委員会の入札書類・実施状況、政府や大臣の命令の執行状況の内部監査を実施

しているが、新たに導入されたオンライン調達システムに対する内部監査の実施方法など、よ

り一層の体制整備に向けた内部統制の整備やリスクアプローチの実務への適用が課題となって

いる。また、公正な入札を実施するために、入札評価委員会には市民からも委員が採用される

こととなったが、特に地方政府においては、委員数やその能力が不足しているとの声も聞かれ
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た。 

各機関における内部監査は、今後実務の整備が必要な段階である。そのなかで、同じく改革

途上にあり、かつ監査対象としてとりわけ重要である調達機能に焦点を当てた計画の策定や活

動も盛り込んでいく必要があると考えられる。 

 

２－４ 関連ドナーによる取り組み動向 

２－４－１ 世界銀行（World Bank：WB） 

本プロジェクト詳細計画策定時から開始された世界銀行（World Bank：WB）のMongolia 

Multi-Sectorial Technical Assistance Projectの概要 

対象省庁：モンゴル銀行、金融監督委員会（Financial Regulatory Commission：FRC）、人間開

発・社会保障省、大蔵省 

・大蔵省BC-RM Dept.に対して、内部監査能力向上支援 

・予算：全体-1,200万米ドル、内部監査能力向上-39万米ドル 

・期間：2011年10月～2014年12月 

進行中プロジェクトの内部監査能力向上に関するこれまでの成果 

・内部監査規定の作成・閣議決定（2012年11月） 

・内部監査委員会規定の策定（2013年1月） 

・内部監査マニュアル（冊子）作成・配布（500部、2013年3月） 

・マニュアルに関し、各省庁の内部監査担当者を対象にセミナーも実施（リスクアプローチ

の説明） 

・BC-RM Dept.に対し、四半期ごとに研修を実施（テーマはIA-CM、COSO、外部監査との違

い等） 

・国庫局における国庫管理（IT）システムのレビューを実施 

・リスクマネジメントに関するアドバイザリー 

 

JICAチームとの協力内容 

・WBは新予算法やリスクマネジメントを中心としたセミナーを主に大蔵省を対象に実施し、

他省庁と地方政府に対して内部監査の啓発、基準及び実務に関するセミナー等を大蔵省と

ともに実施した。JICAプロジェクトとは重複なく相互に補完して支援できた。 

・マニュアル作成にあたり、JICAプロジェクト専門家の協力を仰ぐ。 

・内部監査啓発セミナー（2013年1月、各省庁の事務次官、財務部門局長対象）共同開催。 

・JICAチームによる内部監査基準（IPPF）の策定（翻訳）がマニュアル作成の基礎となった。 

    

今後の計画（2014年末まで） 

・国庫局対象：予算の策定と執行の両プロセスの内部監査の手法につきアドバイザリー 

・大蔵省対象：内部統制の評価（モンゴル国内監査法人＋BC-RM Dept.） 

・その他：FRCと新設調達庁に対する調達能力向上に関する援助（内部監査チームとは別） 

 

２－５ 今後のモンゴル内部監査分野における課題 

内部監査人の人員確保、継続的な育成とその資格あるいは内部監査人の地位に関する更なる法
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的環境整備、内部監査の実施についての教育や支援、そしてそれらを指導する大蔵省BC-RM Dept.

によるそれらの整備・運用状況の継続的、定期的なモニタリング等が、モンゴル政府部門全般に

有効な内部監査制度を定着させていくための、今後の課題であろう。このためには、内部監査規

程にも定められているとおり、モンゴル政府部門における外部監査機関である国家会計検査院

（NAO）と内部監査部門の緊密な連携を促進し、その豊富な知識と経験の蓄積を活用していくこ

とも不可欠と考えられる。また、モンゴルに正式な内部監査人協会（IIA）の拠点を設置し、公認

内部監査人（Certified Internal Auditor：CIA）資格の取得とIIAへの加盟促進を図り、国際的な知見

を有する内部監査人を養成することが、モンゴルが欲している内部監査制度の基盤づくりへの近

道になりうると考える。 

さらに2012年9月に採択された、モンゴルの「政府行動計画2012～2016年」の目的達成に向けた

活動原則に関連して、予算支出額や財政赤字を抑制し、国家財政の安定化や効率化を図るという

趣旨の下、実現された公共調達制度の改革において、その機能の有効性、効率性及び透明性を確

保し、かつ向上させていくためにも、内部監査制度の果たすべき役割は極めて高いと考えられる。 
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第３章 プロジェクト・デザインの分析 
 

３－１ プロジェクト・デザインの分析（コンセプト、モデル、アプローチ方法） 

本プロジェクトは、内部監査制度の導入が初期段階であるモンゴル政府において、中央省庁と

地方政府に内部監査機能を導入し普及させるための基本的な能力が備わる状況となることを目的

とし、3つの成果、すなわち意識向上のための啓発、職員の能力強化及び戦略計画草案策定の達成

をめざし、2012年1月から2013年12月までの2年間にわたり実施されている。今回の終了時評価調

査の分析に基づき、プロジェクト・デザインの観点から、今後の同様のプロジェクトの参考に資

すると思われる点は次のとおりである。 

PDMにおいて、成果1「中央省庁と地方政府における内部監査の必要性に対する意識が向上する」

に対して、指標1-1.「国際的な基準に合致する内部監査の定義が確立される」となっていた。しか

し、結果論ではあるが、この指標としては、例えば、IIAの「専門職的実施の国際フレームワーク」

（International Professional Practices Framework：IPPF）のモンゴル語訳を作成し配布するなど、よ

り具体的であってもよいのではないかと思われる。なぜなら、IPPFのモンゴル語訳が、当初の詳

細計画策定調査でも国際基準への準拠のための重要な出発点として認識されていること、及び今

回の終了時評価においては、これが重要なアウトプットとしてC/Pに高く評価されており、期待さ

れていた成果と考えられるからである。 

また、上記にも関連するが、制度の基盤となる枠組みには、公共財政管理の一環としての内部

監査が定められた法令、内部監査そのものを定めた法令、内部監査委員会を規定する法令、そし

て実際の内部監査実務につなげるためには、内部監査の基準、内部監査のマニュアルあるいは実

務指針すべてが揃う必要がある。したがって、今後のプロジェクトの計画段階では、これらのう

ち欠けているものをアウトプットとして設定するよう検討することが妥当と考えられる。 

上述の制度の基となる一連の法令等の整備に加え、第1フェーズの次のステップに向けて、大ま

かには下記のような課題が浮上してくるので、これらを第1フェーズのプロクジェクト組成時にデ

ィスカッションの俎上に載せておくことが、次のステップへの移行を円滑にすると思われる。 

・内部監査部門と内部監査委員会の設置とその独立性の確保 

・内部監査人の人員の確保、教育研修制度の確立 

・計画・実施・報告・フォローアップといった内部監査の一連の実務経験 

・リスクアプローチの理解と実務への適用 

・内部統制の理解と実務への適用 

・他省庁及び地方政府への展開 

最後に、C/Pのみならず、支援する側にとっても、IIAの内部監査成熟度モデルIA-CMによる評価

とこれに従った進捗状況の管理は極めて有効ではないかと考える。PDMとは切口が異なるが、

IA-CMは「内部監査」に関しては、「必要なパーツは何で、どういうステップでそれらを組立てて

いったらよいか」を分かりやすくかつ使いやすく整理していると思われるからである。またモン

ゴル側のステークホルダー間、そしてモンゴル側とJICA間の対話のための有効なツールとなりう

る。 

このように振り返ってみると、被支援国の要望にもよるとは思われるが、現状では、IIAのもつ

各種基準等やツールに従った内部監査制度導入支援をパッケージ化することで、より効率的、効

果的かつ分かりやすく、受入れられやすい「内部監査能力向上プロジェクト」を実現できるので
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はないかと思われる。 

 

３－２ 各種セミナーの仕組み（理解度テストの概要、考え方等） 

啓発セミナーから、内部監査基準及び内部監査マニュアルに基づく基準・実務セミナーへとス

テップアップし、マイクロセミナーとしてパイロット機関等、必要性に応じて個別の対応も実施

され、知識のインプットの段階としては妥当なセミナーの構成であったと考える。これまで実施

されてきた各種セミナーの参加者数や主な内容は次のとおりである。なお各研修終了後、研修講

師へのフィードバックを目的として、研修参加者に研修に対するアンケートを配布・回収した（付

属資料7）。 

 

タイトル 実施回数 参加者数 主な内容 

啓発セミナー 3回 219名 内部監査の基本的概念、内部監査と外部

監査の違い、国際監査基準、公的部門に

おける内部監査の潮流、内部監査ツール

等 

基準・実務セミナー 6回 277名 国際監査基準、内部監査と外部監査の関

係、内部監査ツール（フローチャートや

リスクコントロール・マトリックス）、

リスクアセスメントの実施方法、不正調

査等 

マイクロセミナー 10回 227名 内部監査の基本的概念、内部監査ツー

ル、リスクアセスメント等各機関の個別

の事情に応じた啓発/基準・実務セミナ

ー内容のフォローアップ 

 

内部監査基準・実務セミナーにおいては、公認内部監査人（CIA）の試験問題に基づく達成度テ

ストも合わせて実施された。この達成度テストは、内部監査基準及びインタビューの実施方法、

フローチャートやリスクコントロール・マトリックスの作成方法といった内部監査実務に関する

セミナーで説明されたトピックスの理解度を測る目的で、初回を除く5回の基準・実務セミナーに

参加した延べ250名強を対象者として、各セミナーの講義前後に（1回のセミナーで2回）実施され

た。その結果、5回のセミナーすべてにおいて理解度の上昇が確認され、平均スコア（正答率）が

セミナー前約67％、その後約83％となり、CIA試験の合格ライン約75％を超える理解度が測定され

た。一定の権威ある試験に準じたテストであったことから、テスト受験者に、セミナー前に合格

水準をクリアするインセンティブを与えるとともに、セミナー後にそれを達成した時点である程

度の自信をもたせることができたと考えられる。C/Pの大蔵省においては、CIA資格取得を考えて

いるという声もあった。 

またマイクロセミナーにおいては、「マンツーマン指導を加えた実践的な指導の充実」や、「わ

かりやすいケース教材の開発」といった基準実務セミナー受講者の要望に応え、かつBC-RM Dept.

の内部監査指導者としての経験値を上げるために、希望する省庁に対して実施した。内容として

は、マイクロセミナーは、基準実務セミナーに参加したものの、実務的にもう少し掘り下げた内

容を学びたいとの要望のあった中央省庁・地方政府に対して、BC-RM Dept.が補習的に行う派遣型

の指導である。パイロット活動での知見を盛り込み、監査エリアの特定、リスク評価、フィール
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ドでの監査、調書の書き方、報告書の書き方等の実務的指導を行った。これにより、BC-RM Dept.

の内部監査人に対しては、パイロット監査活動で獲得した知識を早期に研修コンテンツへと落と

し込み、実践的監査指導のスキルを向上させることが可能であった。また、各省庁に対しては、

早期の監査実施を唱える省庁の要望に応えて、実務に特化した内容を提供することで、各省庁の

実務スキルのレベルアップを図ることができた。更に省庁監査人のモチベーションの向上、BC-RM 

Dept.に対する信頼感の醸成を企図するものであった。 

 

３－３ 日本によるプロジェクトの強み 

公共財政管理（Public Financial Management：PFM）分野の1つである本プロジェクト（内部監査

の能力向上）におけるわが国による支援の強みは、次の2点にあると考えられる。 

内部監査は非常に抽象的かつ被支援国にとって全く新しい概念である。このような内部監査の

理解とそれに基づく実務の普及は、政府機関の階層のなかで上位の一部だけを支援すれば自動的

に広まるものではなく、自発的持続性が発現するまでの支援対象の階層の上位から中位への働き

かけが必要である。そのため、本プロジェクトで実施したような二人三脚的なハンズオン（体験

学習）によるサポートが有効である。また、他の主要ドナーでは提供されていないものであった。

本プロジェクトの終了時評価調査では、C/Pの大蔵省BC-RM Dept.や国家会計検査院（NAO）から

も同趣旨の見解を受けている。 

わが国においても本格的な内部監査の導入は近年の経験であり、これからそれを導入しようと

している被支援国にとっては、これは現実的で身近なモデルである。そのため、英国のようなこ

の分野における先進的事例からも学ぶ一方で、あるべき論だけでなく、被支援国の現状に本当に

沿った支援計画とその実施により、被支援国側の取り組みに対するモチベーションを高め、それ

を持続させることができている。また、グローバルスタンダードとローカルスタンダードをどう

整合させるかといった場合にも、わが国の経験を開発途上国で有効活用することができると考え

られる。 
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第４章 プロジェクトの実績及び達成度 
 

４－１ 投入実績 

本プロジェクトの2013年8月末までの投入実績は、表－１のとおりである。 

 

表－１ 本プロジェクトの投入 

日本側 モンゴル側 

・専門家派遣：4分野4名（34.5人/月）＊ 

長期専門家：なし 

短期専門家：4分野4名（34.5人/月）* 

・本邦研修/第三国研修：2回 

韓国/日本：14日間、10名 

英国：12日間、11名 

・機材供与：328万円相当 

・現地業務費：3,750万円* 

・カウンターパート配置：8～11名 

・ローカルコスト負担：2,857万2,100MNT 

・土地・施設：プロジェクトオフィス 

 

*一部予定を含む。 

 

４－１－１ 日本側の投入 

専門家派遣については、短期専門家4名が総括/内部監査（啓発・国際基準）、内部監査（制度

整備）、内部監査（関係機関調整）、海外視察計画・促進の4分野で派遣されている。2012年1月

～2013年12月までの間で34.5人/月の投入が予定されており、2013年8月末時点でうち24.2人/月が

投入済みとなっている。 

本邦研修に関しては、2012年5月～6月に11日間の本邦研修を実施し、中央省庁や地方自治体

における内部監査の現況に関する講義、NAOによる検査制度の講義、地方自治体への視察等を

実施した。モンゴル側からは、BC-RM Dept.職員8名を含む11名が視察に参加した。また、本邦

研修に付随して3日間の韓国視察を実施している。 

第三国研修に関しては、2013年1月～2月に12日間の英国への視察を実施し、中央省庁や地方

自治体への視察、英国内部監査協会や英国公共財務会計協会による講義等を実施した。モンゴ

ル側からは、BC-RM Dept.職員8名、パイロット機関職員4名を含む11名が視察に参加した 

モンゴル側に供与された機材は、パソコン、プロジェクター、コピー機などの事務機器であ

る。機材供与の合計額は約328万円相当となっている。終了時評価時点では、紛失している機材

は確認されなかった。 

日本側により負担される現地業務費は3,750万円〔1年目：2,150万円、2年目：1,600万円（予定）〕

である。主な使途はローカルコンサルタント雇用とプロジェクトの活動費である。本プロジェ

クトで雇用されたローカルコンサルタントは常勤2名（繁忙期3名）となっており、プロジェク

トオフィスの庶務（備品管理等）、翻訳作業、スケジュール等の調整を担当している。また、有

識者や現地に内部監査に精通している専門家を適宜、短期間雇用している。 

 

４－１－２ モンゴル側の投入 

2013年9月時点では、BC-RM Dept.の局長、副局長を含む同局職員11名がC/Pとなっている。ま

た、パイロット機関（都市建設省、教育科学省、道路運輸省、ダルハン県、ドルノゴビ県）で
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は評価モニタリング部門を中心に職員が試行的な内部監査活動に従事している。また、本プロ

ジェクトの合同調整委員会には、大蔵省次官、国家会計検査院（NAO）副院長、パイロット機

関の次官級職員等がメンバーとして参加している。 

モンゴル側は約2,857万MNTのローカルコストを負担しており、研修やセミナー開催に関連す

る費用、交通費、出張費として使用されている。 

また、本プロジェクトのオフィススペースは大蔵省内に設けられており、電話やインターネ

ット環境等が提供されている。 

 

４－２ 活動実績 

全体として、プロジェクトは計画に沿って実施されている。本プロジェクトの2013年8月末まで

の活動実績は、表－２のとおりである。 

 

表－２ 本プロジェクトの活動 

活 動 実施内容 

合同調整委員会 第1回（2012年1月25日）：参加者10名 

第2回（2012年6月19日）：参加者15名 

第3回（2013年1月17日）：参加者17名 

啓発セミナー 第1回（2012年5月16日～17日）：参加者73名 

第2回（2012年10月5日）：参加者94名 

第3回（2013年1月12日）：参加者52名 

基準・実務セミナー 第1回（2012年5月9日～11日）：参加者23名 

第2回（2012年9月27日～28日）：参加者23名 

第3回（2012年11月19日）：参加者50名 

第4回（2012年11月23日）：参加者50名 

第5回（2012年5月15日）：参加者106名 

第6回（2013年6月14日）：参加者25名 

マイクロセミナー 合計10回、延べ227名参加 

新配属職員向けセミナー 合計3回、延べ15名参加 

パイロット監査活動 建設都市開発省：9日間（1年目：4日間、2年目：5日間） 

道路運輸省：6日間（1年目：2日間、2年目：4日間） 

教育科学省：8日間（1年目：3日間、2年目：5日間） 

ダルハン県：4日間（1年目：4日間、2年目：0日間） 

ドルノゴビ県：3日間（1年目：3日間、2年目：0日間） 

国税庁：1日間（1年目：0日間、2年目：1日間） 

工業・農牧業省：1日間（1年目：0日間、2年目：1日間） 

出版物 ・IPPFモンゴル語版：2,000部印刷（うち1,159部配布） 

・内部監査導入計画：200部印刷（うち177部配布） 

・内部監査マニュアル：1,000部印刷（うち437部配布） 

・内部監査パンフレット：500部印刷（うち90部配布） 

 

2012年5月～2013年6月の間に、ウランバートル市で中央省庁を対象に啓発セミナーを3回、基準

実務セミナーを6回実施した。2013年9月～12月には地方への展開のため、14県の地方政府職員を

対象に基準・実務セミナーを実施する予定となっている。また、各中央省庁の内部監査へのニー
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ズを細やかにすくいとるために、2年次には訪問型の小規模セミナー（マイクロセミナー）を頻繁

に実施している。 

パイロット機関においての監査活動は各種研修を中心に進められており、2013年10月～12月も

活動を継続する予定である。SIA職員の再配置の遅延により監査体制が整わず、地方政府では監査

活動は遅れ気味である。大蔵省BC-RM Dept.の依頼により、当初のパイロット機関以外における試

行的な監査活動の可能性を精査するため、国税庁や工業・農牧業省にてインタビューを実施した

が、 終的にパイロット機関の入れ替えは実施していない。 

出版物のうち、IPPFモンゴル語版、内部監査導入計画、内部監査パンフレットは本プロジェク

トが作成したものであるが、内部監査マニュアルは世銀のプロジェクトで作成されたものを本プ

ロジェクトの予算で印刷している。終了時評価時点では、内部監査パンフレットは印刷分の8割強

が未配布であるが、今後の啓発活動に際して配布が行われる予定である。 

計画された活動は2013年12月までに完了する見込みである。しかしながら、モンゴル政府内の

内部監査活動が立ち上げ時期にあるため、啓発セミナーの継続、監査実務（実査等）の指導への

ニーズが強く、大蔵省からプロジェクト期間延長の要望がある。 

 

４－３ 成果の進捗状況及び目標の達成度について 

 成果1：中央省庁と地方政府における内部監査の必要性に対する意識が向上する。 

成果1はほぼ達成されたと判断される。各指標は目標を達成した状態にあると判断されるが、中

央省庁や地方政府52組織へのアンケート調査で、上司の内部監査への理解不足が指摘されたため、

継続的な啓発活動の必要性を加味し、成果1全体の達成度を判断した。なお残存タスクとしては、

中央省庁や地方政府内での更なる内部監査への理解を目的とした啓発セミナー実施が挙げられる。

終了時評価時点での指標の達成状況は、表－３のとおりである。 

 

表－３ 指標の達成状況 

指 標 結 果 

1-1. 国際的な基準に合致する内部

監査の定義が確立される。 

達成された。モンゴル語版の内部監査の国際基準（IPPF）

が作成され、2013年1月の第3回JCCで内部監査の定義が採択

された。 

1-2. 啓発のための資料が作成され

る。 

達成された。啓発セミナーの実施に併せて、啓発セミナー

用の資料が作成され、配布されている。 

1-3. 中央省庁や地方政府から内部

監査啓発セミナーに参加する

政府職員の地理的な対象範囲

を拡大する（対象地域の地図を

使用する）。 

達成された。啓発セミナーはウランバートル市において3

回実施され、中央省庁から219名が参加している。また、本プ

ロジェクトで研修を受けたC/P職員が、新予算法に関するキャ

ンペーンの一環として、内部監査に啓発に関する講義を21県

で実施した。 

1-4. 啓発活動を行う講師の能力が

向上する。 

達成された。啓発セミナー講師となるC/P職員のプレゼン能

力は1度のみの計測のため、改善度は把握できない。ただし、

C/P職員は新予算法に関するキャンペーンの一環として、内部

監査の啓発に関する講義を継続的に実施しており、十分な能

力を有していると考えられる。 
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成果2：内部監査・業績モニタリング局と選定された中央省庁と地方政府の職員の、内部監査

の国際的な規準や実務についての見聞が広がる。 

成果2は達成されたと判断される。活動2-3は8回の基準・実務セミナーが当初想定されており、

終了時評価時点ではまだ達成されていない。しかしながら、成果2が主眼としているBC-RM Dept.

やパイロット機関の職員の内部監査実務の理解度は、テスト結果を見る限り満足できる水準にあ

ることから、成果2全体は達成していると判断した。終了時評価時点での指標の達成状況は、表－

４のとおりである。 

 

表－４ 指標の達成状況 

指 標 結 果 

2-1. セミナーや海外視察の参加者

の理解度が促進される。 

達成された。基準実務セミナー参加者に公認内部監査人の

試験問題に基づく理解度テストを実施したところ、2回目以降

のセミナー後の平均点は内部監査の基本的な知識が十分ある

と判断される水準（75点）にまで改善した。（図－２） 

2-2. IA-ME Dept.（現BC-RM Dept.）

の職員の内部監査の理解度が

56.59％から72％に向上する。 

達成された。第2回目基準実務セミナーに参加したC/P（8

名）の理解度テスト平均点は、セミナー前：62.5点からセミ

ナー後：75.8点、内部監査の基本的な知識が十分あると判断

される水準（75点）にまで改善した。（図－２） 

2-3. 中央省庁や地方政府から基

準・実務セミナーに参加する政

府職員の地理的な対象範囲を

拡大する（対象地域の地図を使

用する）。 

達成に向け進展中。ウランバートル市での基準実務セミナ

ー（6回）では、中央省庁から合計277名が参加している。2013

年9月には6県を対象にしたセミナーが実施され、地方では更

に2回のセミナー実施が計画されている。また、本プロジェク

トで研修を受けたC/P職員が、新予算法に関するキャンペーン

の一環として、内部監査に基準実務に関する講義を21県で実

施した。（図－３） 

2-4. 国際基準・実務を担当する講師

の能力が向上する。 

達成された。基準・実務セミナー講師となるC/P職員のプレ

ゼン能力は、講義後のアンケートに基づく講師評価スコアで、

63.69（2012年11月）から75.38（2013年6月）に改善している。

また、C/P職員は新予算法に関するキャンペーンの一環とし

て、内部監査の基準・実務に関する講義を継続的に実施して

おり、十分な能力を有していると考えられる。（図－２） 
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図－２ セミナーの成果 
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図－３ 基準・実務セミナー対象地域図 

 

成果3：中央省庁と地方政府に内部監査機能を導入し普及させるための、モンゴルの事情に適

した戦略計画草案が策定される。 

成果3はプロジェクト期間内に達成見込みと判断される。成果3が主眼としている戦略計画草案

の作成に関しては、計画期間中（2014～2016年）の活動内容や活動スケジュールの草稿が策定さ

れており、終了時評価時点である程度の進展を確認できたことから、成果3全体をほぼ達成と判断

した。残存タスクとしては、戦略計画草案の 終化がある。終了時評価時点での指標の達成状況

は、表－５のとおりである。 

 

表－５ 指標の達成状況 

指 標 結 果 

3-1. 実務的かつ実践できる戦略計

画草案が完成する（課題のカバ

レッジやモンゴル側の能力や

状況を踏まえた実施可能性）。 

ほぼ達成された。戦略計画（3年間計画）の策定にあたって

は、内部監査導入計画（単年度計画）を策定し、パイロット

機関での活動を経たうえで作成する方針となっている。戦略

策定計画の初稿は2013年10月に完成する見込みである。 

3-2. 戦略計画草案が選定された中

央省庁や地方政府でパイロッ

ト的に実施される。 

達成に向け進展中。2013年4月以降は、内部監査導入計画に

沿って、パイロット機関での監査活動が進められている。10

月～12月も活動を継続する予定。 

啓発セミナー（1st-3rd）及び基準・実務セミナー（1st-6th）-ウランバートル 

基準・実務セミナー（7th）-6県 

基準・実務セミナー（8th）-4県実施予定 

基準・実務セミナー（9th）-4県実施予定 

パイロット内部監査-2県 

*C/Pが21県にて啓発セミナー及び基準・実務セミナーを実施済み 
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プロジェクト目標：モンゴル政府において、大蔵省の内部監査・モニタリング評価局を通じて、

中央省庁と地方政府に内部監査機能を導入し普及させるための基本的な能力が備わる。 

プロジェクト目標はほぼ達成されたと判断される。プロジェクト関係者（日本人専門家、C/P）

へのインタビューを通じ、大蔵省による戦略計画草稿の承認が11月中、戦略計画の閣議決定自体

も早ければ年内に完了する見込みが明らかとなっている。こうした省内の承認、閣議決定に向け

た支援・フォローが残存タスクである。指標以外に関しても、大蔵省の内部監査に関連する能力

の獲得を判断できる（「5-2 有効性」を参照）。終了時評価時点での指標の達成状況は、表－６のと

おりである。 

 

表－６ 指標の達成状況 

指 標 結 果 

戦略計画の 終ドラフトが大蔵

省によって承認される（課題のカバ

レッジや実施可能性等の計画内

容）。 

ほぼ達成された。戦略策定計画の初稿は2013年10月に完成

する見込みで、11月中にも大蔵省内でのレビュープロセスは

完了する見込みである。 終化の支援及び省内での承認に向

けたフォローを行う必要がある。 

 

４－４ 上位目標について 

上位目標：内部監査機能の基本的な枠組みが中央省庁と地方政府に導入される。 

上位目標は達成に向け進展中と判断される。内部監査規程、内部監査委員会規定、内部監査マ

ニュアルといった文書体系は整備され、中央省庁を中心に内部監査も実践されるようになってい

る。ただし、内部監査機能が導入されるには中長期的な計画が必要であり、戦略計画の策定が完

了していない段階では、達成のめどが立ったとまでは判断できない状況にある。終了時評価時点

での指標の達成状況は、表－７のとおりである。 

 

表－７ 指標の達成状況 

指 標 結 果 

中央省庁と地方政府における内

部監査機能の実施状況 

達成に向け進展中。内部監査機能を担う局は、評価モニタリ

ングも管掌している。内部監査規程、内部監査委員会に関する

規程は承認され、パイロット機関の一部でも内部監査委員会が

設立された。 

戦略計画の履行状況 達成に向け進展中。戦略計画は策定中であり、閣議決定され

ていない。 
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第５章 5 項目評価結果 
 

５－１ 妥当性 

妥当性は高いと判断される。 

 

５－１－１ モンゴルの開発政策及び開発ニーズとの整合性 

2011年11月に新予算法が可決され、2013年度予算から同法の施行対象となっている。新予算法

では中央省庁や地方政府が内部監査部門を設置することを定めており、大蔵省が中央省庁や地

方政府の内部監査部門を指導することも規定している。財政安定化法（2010年可決）は財政規

律の強化をめざしており、本プロジェクトの目的である内部監査部門の導入とも整合的である。

モンゴル政府アクションプラン（2012～2016年）に基づき、大蔵省は内部監査関連の研修を同

省のアクションプランに含めている。 

 

５－１－２ プロジェクトのアプローチの適切性 

本プロジェクトの主たるターゲットグループは大蔵省BC-RM Dept.であり、同局は新予算法に

基づくモンゴル政府の内部監査導入の指導的な役割を担っている。本プロジェクトは同局職員

を中心に内部監査の能力向上を図っており、ターゲットグループの選定は妥当である。また、

2013年に同局は管掌する業務としてリスクマネジメントを明示的に採りこんでいる。リスクの

把握は内部監査計画の基礎となるものである。本プロジェクトでもリスク評価を指導しており、

大蔵省の新しいニーズにも対応している。 

 

５－１－３ 日本の対モンゴル援助政策との整合性 

外務省の「対モンゴル国 国別援助方針」（2012年5月付）では、援助の重点目標として、ガバ

ナンスの強化が盛り込まれている。鉱物資源関連の歳入増加を長期的経済発展に結びつけるた

め、財政管理機能の強化への支援を行う方針が掲げられている。本プロジェクトは内部監査機

能の導入・促進を通じて、モンゴル政府の財政管理機能の強化を図るものである。 

 

５－２ 有効性 

有効性は高いと判断される。 

 

５－２－１ 事業効果の発現状況 

上述（「4-3 成果の進捗状況及び目標の達成度について」）のとおり、内部監査を導入・普及す

る中期の戦略計画（計画期間：2014～2016年）の策定が大蔵省BC-RM Dept.で進められている。

戦略策定計画の初稿は2013年10月に完成する見込みで、11月までに大蔵省内のレビュープロセ

スを経て、年末までに閣議決定する方向で準備が進められている。戦略計画は法規の整備、特

定分野の監査手法の作成及び研修、内部監査人資格制の整備等、幅広い内容を含むものになる

予定である。このようにプロジェクト目標の指標は達成が見込まれている。 

また、これ以外でも以下のとおり、大蔵省が内部監査活動を継続し普及する能力はあると判

断できる。第一に、C/P職員が本プロジェクトで作成した研修資料を編集し、新予算法の説明の

ために内部監査活動に関するセミナーを実施している。パイロット機関に対しても、C/P職員が、
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啓発、内部監査基準、リスク評価といった分野で指導を行っている。また大蔵省内部では、個

別監査の計画、往査、監査報告書の作成、改善提案のフォローアップといった一連の活動が進

められている。大蔵省は各部署のリスク評価を定期的に実施しており、リスクマネジメントに

も注力している。適切なリスクの把握は監査計画の根幹を成すものであり、大蔵省内部では継

続的な監査活動の基礎が構築されたと考えられる。 

 

５－２－２ 促進要因及び阻害要因 

効果促進要因としては、C/P職員がモンゴル政府内の内部監査機能の確立が急務であることを

十分理解している点が挙げられる。新予算法は今年度から施行されており、中央省庁及び地方

政府にて内部監査の実施が義務づけられている。大蔵省自らが内部監査に関してのセミナーを

実施しており、本プロジェクトの面的な広がりを補完している。 

効果阻害要因としては、大蔵省、パイロット機関ともに頻繁な人事異動があり、経験の蓄積

を阻害していることが挙げられる。本プロジェクトでは、人事異動は初学者向けの基礎的な講

義を繰り返す原因ともなった。また、中央省庁や地方政府のマネジメント層を対象とした啓発

セミナーは実施しているが、上司の理解が得られないとの意見をもつ内部監査人は多い。上司

の理解は統制環境の要となる重要な課題であるが、組織文化にも起因するため、理解の浸透に

は時間を要するものと考えられる。 

 

５－３ 効率性 

効率性は高いと判断される。 

全体として適切な時期に適切な質・量の資源が投入されており、日本・モンゴル国側双方の投

入/活動はほぼ当初の計画どおりに実施されている。専門家やC/P職員へのインタビューでは、投入

の量や質につき深刻な課題は指摘されなかった。啓発セミナーは中央の省庁を100％カバーし、監

査基準・実務セミナーは中央の省を100％、庁の90％をカバーしている。2013年度から新予算法が

施行されたため、プロジェクトの開始時期は時機を得たものとの意見がC/P職員から聞かれた。 

SIAの監査人を各省庁、地方政府へ再配置する計画が当初予定より遅延しており、地方のパイロ

ット機関（ドルノゴビ県、ダルハン県）では内部監査人の配置が進まず、パイロット監査活動の

実施が遅れ気味である。本プロジェクトで研修を受けたC/P職員が、新予算法に関するキャンペー

ンの一環として、内部監査の啓発、監査基準・実務に関する講義を21県で実施しており、活動の

遅れを一部補っている。 

派遣専門家により、プロジェクトの進捗状況は月次で把握がなされており、遅延に対して専門

家が対策をとっている。パイロット機関（特に地方政府）での監査活動の遅れに関しては、①専

門家が監査人の配置を急ぐよう関係機関に働きかける、②パイロット活動の遅延を戦略計画に反

映する（配置が更に遅れるようであれば、地方政府での監査計画を中央省庁のものと別の内容に

する等）ことが検討されている。 

 

５－４ インパクト 

インパクトは、終了時評価時点での見込みとして、高いと判断される。 
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５－４－１ 上位目標の達成状況 

上位目標に関しては、新予算法に基づく内部監査は今年度から実施され始めたばかりであり、

長期での事業効果発現を確認するにはまだ時間を要するものと考えられる。現時点での見込み

として、インパクトは高いものと判断される。 

進展がみられる点として、内部監査規程、内部監査委員会規定といった内部監査制度に関し

ては法規整備が進みつつあることが挙げられる。また、内部監査基準（IPPFのモンゴル語訳）

や監査マニュアル（世銀作成）も完成しており、実務に必要な文書体系も整備されつつある。 

その反面、運用状況は省ごと、地方政府ごとでまちまちである。中央省庁16省のうち、内部

監査委員会は10省で設立された。内部監査委員会に関しては外部者を委員に加えることは内部

監査規程に明記されているが、各省で独自の規定を設けることも認められている。そのため、

外部への情報の漏えいへの懸念が強いため、内部者を加えない（工業・農牧業省）、監査委員会

を設置しない（教育科学省）というケースもあった。ほとんどの省庁で内部監査活動が進めら

れている一方、地方政府では内部監査人の配置が遅れており、ダルハン県では内部監査は実施

されていなかった。 

 

５－４－２ その他のインパクト 

本プロジェクトはモンゴル政府職員の内部監査能力の向上、更にはモンゴル政府内の内部監

査機能の導入をめざしてきたが、内部監査戦略計画の内閣承認プロセスを通じて内閣内でも内

部監査の理解が高まってきている。加えて、民間企業でも内部監査を強化する方向にあり、IPPF

モンゴル語版の活用範囲が広がっている。公認会計士協会はホームページを通じてIPPFのモン

ゴル語版が作成されたことを広報しており、協会内での書店でも閲覧を行い、関心のある者に

は大蔵省で入手可能であることを伝えている。また、モンゴル語版のIPPFは内部監査人協会（IIA）

のホームページからダウンロードが可能である。 

 

５－５ 持続性 

持続性は中程度と判断される。 

 

５－５－１ 政策・制度面 

新予算法は今年度から施行され、内部監査規程や内部監査委員会規程といった内部監査を機

能させるための細則も承認された。現在、関連法規は整備される方向にあり、今後はむしろ内

部監査委員会の設立といった法規の運用状況をモニタリングする段階にある。予定どおり、内

部監査導入・普及に向けた戦略計画が閣議決定されれば、内部監査への政治的なコミットメン

トはより明確になる。 

 

５－５－２ 組織面 

大蔵省、パイロット機関ともに頻繁な人事異動があり、経験の蓄積や安定的な監査業務実施

の観点からは改善すべき状況にある。また、内部監査人の任命に関しても未整備な状況にあり、

適切な資格制度の確立が急務といえる。 

プロジェクト開始時点（2012年1月）ではIA-ME Dept.の人員は8名（局長、副局長含む）だっ

たが、2013年にBC-RM Dept.に改組された後は、11名（局長、副局長含む）に拡充された。リス
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クマネジメントを管掌するに伴い、人員も増加している。BC-RM Dept.はリスクマネジメントと

いう新しい機能を担っており、大蔵省内のリスクのモニタリングに関しても重要な役割を担う

方向にある。 

パイロット機関ごとに内部監査人の配置はまちまちの状況である。ただし、中央省庁は体制

が不十分ながらも新予算法に沿って内部監査を実施し始めている。他方、地方政府は内部監査

に振り向けるリソースが潤沢とはいえず、内部監査実施の必要性を認識しつつも、対応に困難

を感じている状況にある。今後、SIA職員の再配置が進めば、モンゴル政府全般において内部監

査関連の人員は大きく拡充する。SIA職員以外の内部監査人の増員は予算の獲得次第だが、大幅

な増員を見込めるような予算増は期待しにくい。 

 

５－５－３ 技術面 

C/P職員は、啓発、監査基準・実務、リスク評価といった分野で講義を実施しており、内部監

査のコンセプトに関してはセミナー、講義等の活動を継続できる状況にある。監査基準、監査

マニュアルといった監査業務に必要なツールは揃っている一方、監査実務に関する研修機会は

限られており、持続的な研修制度の整備に関してはC/P職員もその必要性を認識している。 

パイロット機関ごとに内部監査の技能習得状況はまちまちである。パイロット機関へのイン

タビューでは、本プロジェクト以外に研修の機会は非常に乏しく、技能の維持や向上には制約

のある環境にある。この点を踏まえて、内部監査人の継続教育に関しては、策定中での戦略計

画にも盛り込む予定となっている。 

供与機材は現地で使用されている事務機器（PC、プリンタ、コピー機）が主たるものである

ため、修理や交換部品の入手には問題はないものと推察される。 

 

５－５－４ 財務面 

プロジェクト効果の持続に必要な活動を実施・維持するための予算（内部監査関連のセミナ

ー実施、内部監査活動、人材配置等）が十分確保されていない。持続性の課題は、人的リソー

ス不足に起因する部分が大きい。人的リソース確保の観点からも、中央省庁、地方政府のシニ

アマネジメント層の内部監査への理解を深めることは重要である。 

終了時評価時点では、2014年度予算は策定中であり、明確な見通しは立っていない。インタ

ビューを行ったパイロット機関では、2013年度予算で内部監査活動のみを目的とした予算はな

く、2014年度も大幅な予算増加は期待しにくい。終了時評価では、セミナー実施、監査活動、

要員確保等のために予算を極力確保することを提言に盛り込んだ。 

 

５－６ 結論 

本プロジェクトのC/P職員は、プロジェクト活動を通じて内部監査人として必要なさまざまな知

識・ノウハウを習得し始めており、啓発、内部監査基準、リスク分析の講義を実施している。大

蔵省BC-RM Dept.の職員は内部監査に関連するコンセプトを理解し、理論に関するセミナーを継続

できる能力を獲得している。また、モンゴル政府内での内部監査活動の展開に必要となる3カ年戦

略計画の策定もプロジェクト終了までにめどがつく見通しである。 

他方、プロジェクト目標及び各成果の達成をめざすという観点からは、なおも残された課題は

存在する。短期的には、ハイレベル、シニアレベルの啓発や内部監査の反復練習などといった課
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題がある。これら課題はプロジェクトで達成をめざしていた成果の一部でもあり、更なる啓発活

動やパイロット機関での内部監査活動の支援が必要な状況である。 

プロジェクト実施期間中に、内部監査規程、内部監査委員会規定といった内部監査制度を機能

させるための規則は整備され、内部監査基準や内部監査マニュアルといった実践に必要となるツ

ールも揃いつつある。文書体系の整備や普及に関しても、世銀の支援と並び、本プロジェクトは

一定の役割を果たしている。モンゴル政府内の内部監査は、制度枠組みの導入状況をモニタリン

グし、戦略計画に沿って監査活動の実践を進める時期にある。モンゴル政府内での内部監査導入

はいまだ緒についたばかりであり、内部監査人の認定・育成制度、予算確保といった持続性を確

保するための取り組みは今後も強化されることが望ましい。 
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第６章 教訓・提言 
 

上記の議論を踏まえ、以下の提言を取りまとめ、2013年12月の最終JCC会合で実施状況を確認す

ることが合意された。 

 

６－１ モンゴル大蔵省への提言 

６－１－１ 中央省庁、地方政府における内部監査の制度的枠組みの整備状況モニタリング 

全省庁及び地方政府が内部監査に係る制度的枠組みを構築するために、整備状況をモニタリ

ングし、必要に応じて支援を実施することが重要である。とりわけ内部監査においては、内部

監査委員会やレポーティングラインはコアとなる制度枠組みである。内部監査委員会の設置状

況やレポーティングラインの確認等を中心に大蔵省BC-RM Dept.がモニタリングすることが望

ましい。各機関において、内部監査委員会を立上げ、内部監査結果の議論を通じて得られた提

言の実行状況をフォローアップするような制度的枠組みを整えることが重要である。 

 

６－１－２ 継続的な啓発活動 

中央省庁、地方政府によっては、内部監査に係る理解の程度にばらつきがあり、今後も継続

的に内部監査に係る啓発活動を実施していくことが望ましい。本調査において、本プロジェク

トを通じて作成した内部監査に関連する各種文書・資料が広く有効に活用されていることが確

認された。研修やセミナーを通じて、IPPFモンゴル語版の継続的な配布や、プロジェクトで作

成したプレゼンテーション教材の効果的な活用・配布を図ることが効果的である。更にこれま

で一部の地方自治体を対象に啓発活動を行ってきたが、今後は実施対象地域を拡大することも

求められる。 

 

６－１－３ 戦略的な人材育成方針の導入 

プロジェクトの持続性を確保するためにより戦略的な人材配置・育成方針（キャリアパス、

キャリア開発、OJT）が重要である。特に地方政府においては、リソース制約から内部監査に係

る体制整備が進んでおらず、地方政府を対象とした効果的・効率的な内部監査人研修の構築が

求められる。また、中央・地方を問わず内部監査人の任命に関しても未整備な状況にあり、適

切な資格制度の確立が急務といえる。内部監査人の公的資格の導入を中期戦略計画で明記する

ことが望ましい。 

 

６－１－４ 予算確保 

内部監査人の配置や内部監査関連の活動を継続的に行うために、必要な予算をできる限り確

保することが肝要である。モンゴルは内部監査関連費用をプログラム別の予算として毎年十分

に確保し、安定的な内部監査普及に向けた活動実施が重要である。 

 

６－２ JICAプロジェクトチームへの提言 

６－２－１ 戦略計画の作成・承認の支援 

本プロジェクトで作成支援している中期戦略計画（案）は、2013年中に内閣で承認を得られ

るように計画を閣議提出される予定である。論点の範囲、運用方針は中期戦略計画において重
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要である。とりわけ留意すべき点としては、達成目標、制度的枠組み、内部監査人の独立性の

確保、人材配置・育成、計画のモニタリングが挙げられる。これらがどのように中期戦略計画

へ位置づけられているかを確認し、内閣承認に向けたC/Pの活動をプロジェクトとして支援する

ことが求められる。 

 

６－２－２ プロジェクトの延長 

本プロジェクトはおおむね順調に実施され的確に成果を生み出し、プロジェクト目標は期間

内に達成見込みであるが、引き続き残された課題は存在する。例えば、セミナー受講者を対象

としたアンケート調査によると、ハイレベル、シニアレベルの職員の意識向上がまだ必要であ

る（成果1）。また、BC-RM Dept.やパイロット機関におけるOJTの継続的な実施は内部監査につ

いての実践的理解を深めるためにも必要である（成果2）。今次評価で認識された残された課題

に取り組むには、継続的な支援が肝要である。 

特に、本プロジェクトで支援している戦略計画草案の最終化（成果3）及び閣議承認が11～12

月に予定されており、2014年1月以降にモンゴル政府内で内部監査活動が急速に本格化すること

を考慮すると、本来は、プロジェクト当初予定期間どおり終了すべきところであるが、協力の

効率性の観点からも、これらの課題へ対処するためにも現行フェーズの延長が適当である。そ

れに際して、モンゴル大蔵省が中期戦略計画の承認に向けて強いコミットメントを維持するこ

とが重要である。延長時の協力スコープとしては、現行フェーズを踏襲し、中期戦略計画に沿

った内部監査の啓発活動や、研修や内部監査実務の支援が想定される。具体的には以下のとお

り。 

・目的：現行フェーズで構築した内部監査活動の土台を更に固め、今後のスケーリングアッ

プをめざす。具体的な課題と活動は以下のとおり。 

 

残された課題 延長期間中の活動 

モンゴル側及びプロジェクトで実施したア

ンケート調査結果によれば、各省庁ともハイ

レベル、シニアレベルへの啓発が引き続き必

要な状態である。 

内部監査に関する啓発・理解促進活動 

BC-RM Dept.及び他パイロット省庁内部監

査人の内部監査の反復練習の実践的な機会が

引き続き必要である。 

OJT方式による1サイクルの反復練習の実

施。その際、モンゴル側の人的資源・時間・

予算制約下での内部監査の効率的手法として

リスクベース監査の手法も取り入れる。 

 

・想定される投入：コンサルタント（短期）の継続派遣（現行どおり）。 

 ＊投入として、本邦及び第三国での研修は想定していない。 

・延長の意義：延長後に上記事項に対処することができれば、次期フェーズが採択された場

合、現行フェーズから次期フェーズへのスムーズな移行にもつながることになり、極めて

有意義である。 

 

６－３ 教訓 

類似案件に対する教訓として、内部監査制度導入の手法はその国の背景に合致するように設計
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されるべきである。モンゴルのような内部監査導入初期の国においては、内部監査の概念的枠組

みや、内部統制、リスクアプローチなどといったなじみのない新たな概念・手法の導入は大変難

しい。このような場合、理論一辺倒の講義だけではなくフィールドワークもうまく組み合わせる

ことで、内部監査の制度構築につながり、また内部監査人の能力開発につながる。本プロジェク

トの場合、プロジェクト専門家がプロジェクトオフィスに駐在し、日常的にBC-RM Dept.に対して

支援・助言を行える体制となっていた。C/Pへのインタビューを通じて、このようなアプローチは

日本の強みであり効果的であったことが確認された。 

 

６－４ その他 

内部監査は、内部統制や公共調達、外部監査とうまく連携することで、有効性を高めることが

できる。外部監査を担うNAOはモンゴルにおいて内部監査よりも長い歴史・経験を有しており、

BC-RM Dept.はNAOとの連携を通じた手法・技術の吸収を図るべきである。 

また、中央省庁のなかでもとりわけ調達庁は2012年10月に改正調達法の下で設立された新しい

機関であることから、多くの課題を抱えている。JICA調査団が調達庁長官にヒアリングをした際、

本プロジェクト活動及び作成文書に対して関心を表明した。本プロジェクトで作成したセミナー

資料の調達庁への共有、調達庁向けのマイクロセミナーの実施等、プロジェクト枠内での協力は

調達庁にとって効果的である。調達庁の能力強化のためには、政府がいかに適切に内部統制の仕

組みを整えられるか、そして内部監査の仕組みを使ってどの程度内部統制を機能させられるかと

いう点が重要である。 
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第７章 総括 
 

７－１ 結論と残された課題 

モンゴルにおける公共部門の内部監査制度は、昨今、制度の土台となる法令等が整備されてき

ている。このような内部監査導入初期という状況下で実施された本プロジェクトは良いパフォー

マンスを発揮してきた。大蔵省BC-RM Dept.の職員は内部監査に関連するコンセプトを理解し、理

論に関するセミナーを継続できる能力を獲得している。また、モンゴル政府内における内部監査

活動の展開に必要となる3カ年戦略計画の策定もプロジェクト終了までにめどがつく見通しであ

る。そのため、プロジェクト目標の達成状況は満足できる状況にあるといえる。内部監査に必要

な文書体系の整備や普及に関しても、本プロジェクトは一定の役割を果たした。 

他方、大蔵省以外の他省庁や地方政府においては、業績モニタリング・内部監査局等、内部監

査を担当する部門は設置されたものの、内部監査委員会の整備、内部監査を受ける側の内部監査

に対する理解度や内部監査人の人数、能力、経験といった面でかなりばらつきがある。 

なお、内部監査人協会（IIA）が開発した内部監査成熟度モデル（IA-CM）に照らした現況の評

価では、5段階のうちボトムラインの次のレベル2（Infrastructure、反復継続した内部監査制度の根

本的な仕組みが整った段階）におおむね到達してはいるものの、大蔵省BC-RM Dept.においても、

個々の内部監査人に対する計画的な研修やその管理、年度や中期の内部監査計画の策定プロセス

等が完全に制度化されているとはいえない状況である。 

上述のとおり、モンゴル政府内での内部監査導入はいまだ緒についたばかりであり、残された

課題も存在している。短期的には、ハイレベル、シニアレベルの啓発や内部監査の反復練習など

といった課題がある。これら課題はプロジェクトで達成をめざしていた成果の一部でもあり、こ

れらに対処するためにもプロジェクトの延長は適当である。 

また中長期的には、内部監査人の人員確保、継続的な育成とその資格あるいは地位に関する更

なる法的環境整備、内部監査の実施についての教育や支援、そしてそれらを指導する大蔵省BC-RM 

Dept.によるそれらの整備・運用状況の継続的、定期的なモニタリング等が、モンゴル政府部門全

般に有効な内部監査制度を定着させていくための今後の課題であろう。このためには、内部監査

規程にも定められているとおり、モンゴル政府部門における外部監査機関であるNAOと内部監査

部門の緊密な連携を促進し、その豊富な知識と経験の蓄積を活用していくことも不可欠と考えら

れる。 

 

７－２ 今後の支援案 

今後は戦略計画に沿って中央省庁や地方政府に内部監査機能を確立する時期にある。特に内部

監査人の認定・育成制度、予算確保といった持続性を確保するための取り組みは今後も強化され

ることが望ましい。数ある課題のなかでも、BC-RM Dept.は特に以下の課題に対して継続的に取り

組むことが望ましい。 

・内部監査人トレーニング。学習・経験事項をいかに実践で発揮するか。 

・内部監査計画段階でのリスクアプローチのより明確かつ実践的な理解形成。 

・内部統制と内部監査との関係性についてのより明確かつ現実的な理解形成。 

・NAO等のモンゴル外部監査の経験や手法、技術の内部監査での活用。 

・モンゴルの機能強化、透明性確保を目的とした内部監査（調達分野含む）の実施。 
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こうしたなか、モンゴル政府は、本フェーズはスタートアップ・フェーズであると認識したう

えで、これら実践的な課題に対して効果的な次期フェーズの実施へ強い関心を表明した。その際、

現行フェーズ終了後、可能な限り早いタイミングでの次期フェーズ開始に対する強い期待感が表

明された。モンゴル政府の要請内容は以下のとおりであり、これら要請内容を念頭に置き、上述

した課題を解決できるような形での次期フェーズの支援が重要である。 

・内部監査人の地位確保のための人事制度や公認内部監査人資格制度の構築 

・客観的かつ独立した手順により内部監査を実施するための法的整備 

・国際内部監査基準に沿った実践的かつ高度な内部監査手法の普及 

・CAAT（Computer Aided Audit Technology）による内部監査活動の質的管理システムの導入 
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